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招 集 期 日 令和 2 年 8 月 5 日 (水 ) 会議の場所 図 書 館 

会議の時刻 開会の時刻  午後 1時 30分 開 会 者 教 育 長 

及び宣告者 閉会の時刻  午後 2時 10分 閉 会 者 教 育 長 

委 員 出 席 状 況 

氏 名 摘 要 氏 名 摘 要 

秋 本 文 子 教 育 長 出 席   平 野 博 之 委 員 出  席 

柿沼拓弥教育長職務代理者 出 席 岩 﨑 智 子 委 員 出  席 

 髙 瀬 賢 一 委 員 出 席  傍聴人 1名 

議 事 参 与 者 及 び 

説明のための出席者 

川島学校教育部長 寺崎生涯学習部長 須永教育総務課長 大久保学校教育課長 

小島学校給食センター所長 今成生涯学習課長 佐藤スポーツ振興課長 根岸図書館長兼郷土資料館長 

書 記 名 教育総務課総務係 横山  

会議事件名 て ん 末 

開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 1 

前回会議録の承認  

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

8月定例教育委員会を開会 

 

 

教育委員会の会議は公開が原則となっているが、人事に関す

る案件等について出席委員の 3 分の 2 以上の多数で議決した場

合は非公開とすることができる。 

本日の日程の中で、非公開とすべき案件はないため、全て公

開してよろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

 

7月定例教育委員会の会議録について諮った 

 

異議なしの声あり 

 

前回会議録は、承認された旨宣した。 

 

 

報告事項 1 について、学校教育部長及び生涯学習部長から説

明を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

日程第 2 

報告事項 1 

令和 2年度第 1回臨時

市議会提出(教育委員会

関係)議案等について 

 

学校教育部長 

  

 野中一城議員から令和 2 年度羽生市一般会計補正予算につい

て議案質疑があった。 

 「学習支援員の追加配置」に関し、「学習支援員の必要な資格、

選定方法」については、必要な資格は「教員免許状」であり、

選定方法は応募者の人間性や熱意、支援員としての適性を確認

するため、履歴書に基づき、面接を通して判断すると説明した。 

「学習支援員の具体的な活動内容」については、各校の実状に

合わせて校長が判断し運用すること、想定される活動内容は、

子どもたち一人一人の学習の定着に応じたきめ細やかな支援、

家庭学習の準備・チェックの実施等の学級担任補助、昼休みや

放課後を活用した補助学習などの学習支援が挙げられることを

説明した。「各校 1名のサポートで十分か（中学校と小規模校の

バランス）」については、現在すでに、学校の規模に応じて 1

名若しくは 2 名の学習支援員を配置しているが、学校に対し、

できるだけの支援を行っていきたいと考え、さらに各校 1 名を

追加配置すると答弁した。 

 

斉藤万紀子議員から令和 2 年度羽生市一般会計補正予算につ

いて議案質疑があった。 

 「GIGAスクール構想整備事業備品購入費」については、貸出

用モバイル Wi-Fi ルーターの取扱いの詳細は、現在検討中であ

るが、貸出対象は就学援助費を受給しており、自宅にインター

ネット接続環境のない家庭を想定していること、Wi-Fi ルータ

ーが壊れた場合の補償については、メーカーの保証期間終了後

は、その都度修繕又は買換えを想定していること、貸出時期は、

現時点では学校が臨時休業となった場合を想定していることを

説明した。また、オンライン学習の内容については、臨時休業

中に一部の学校で試行したオンラインクラスルームや、オンラ

イン授業及び動画配信等を全校で実施できるよう、検討してお

り、通信費については、就学援助費を受給している保護者に対

して、何らかの形で市が補助することを検討していると答

弁した。 

「学校活動における感染症対策等支援」については、「学

校活動における感染症対策・学習保障等交付金」は、各学 
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会議事件名 て ん 末 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習部長 

校の校長の判断で、迅速かつ柔軟に対応することができる

よう、学校教育活動の継続を支援するために交付するもの

であり、授業や行事など、通常の学校教育活動において必

要となる感染症対策・学習保障に係る消耗品や備品の購入

等に活用すると答弁した。 

 「スクール・サポート・スタッフの配置」については、

国の補助事業である「教育支援体制整備事業補助金」の一

環として、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の業務を

サポートするために配置するものである。国や県の方針で

は、未配置の小・中学校に各 1 名の配置を想定しており、

学校によって施設・設備の規模や児童生徒数に違いがある

が、学校に対し、できるだけの支援を行っていきたいと考

え、各校 1 名を配置すると答弁した。 

 

 

 野中一城議員から令和 2 年度羽生市一般会計補正予算につい

て議案質疑があった。 

 「産業文化ホール、市体育館及び中央公園施設事業継続

講演交付金」については、まず、産業文化ホール施設事業

継続支援交付金 230 万円の算定根拠は、休館中の施設再開

に向けた準備や、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

を講じた事業継続のための支援金 160 万円と、市からの休

館要請に応じたことへの協力金 70 万円を合算したもので

ある。支援金 160 万円は、年度ごとの利益額と、令和 2 年

度の利益見込み額から 4 年間の平均利益額を算出し、これ

に緊急事態宣言が発令されたことによる施設の休館や利

用制限は不可効力であることを加味し、2 分の 1 を乗じて

得た金額とした。協力金 70 万円は、市から産業文化ホー

ル指定管理者への要請に対し、令和 2 年 3 月 7 日から 3 月

31 日までの期間、休館したことにより減少した利益額に相

当する金額としたことを説明した。次に、市体育館及び中

央公園施設事業継続支援交付金 160 万円は、産業文化ホー

ル施設事業継続支援交付金と同様の趣旨の支援金である。

算定根拠については、今年度が指定管理初年度となり、実

績がないため、市直営時の歳入実績額から、休館による経 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 2 

令和2年度教科書展示会

の結果について 

 

 

 

報告事項 3 

令和 2年度羽生市英語

推進地区事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 4 

第 20回羽生市文化祭

の延期について  

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

費削減見込み額を差し引いて収入不足見込み額を算定し、

これに休館や利用制限は不可効力であることを加味し、2

分の 1 を乗じて得た金額とした旨を答弁した。 

 

 

 報告事項 2 及び 3 について、学校教育課長から説明を求

めた。 

 

 

 6 月 11 日から 6 月 26 日までの期間で、羽生北小学校内

にある羽生教科書センターにて開催した。来場者数は、学

校関係者 386 人、教育委員会関係者 12 人、一般・保護者

16 人の合計 556 人であった。 

 

 

 村君地区で毎年実施している「友・遊・プラザ」を中心

とした英語村推進事業である。今年度は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、3 密を避ける活動を前提とし、

公民館での活動については、村君地区英語村推進委員会に

て、書面評決となるが、御意見をいただきながら進めてい

く。「友・遊・プラザ」の実施時期・実施回数は、10 月か

ら 2 月まで、月 1 回の計 5 回実施とする。例年は計 10 回

の実施だったが、今年は半分の回数である。会場である村

君公民館の利用人数制限に合わせるため、今年度に限り申

込制とし、申込人数が多い場合は部屋を 2 つ使う等の対応

をしながら実施することを考えている。 

 

 

報告事項 4について、生涯学習課長から説明を求めた。 

 

 

 羽生市文化祭は、市民の参加や創造の意欲を喚起し、市民文

化を図るとともに地域文化の振興に寄与するために毎年実施し

ている。本年度は第 20回という節目を迎える予定であったが、

羽生市文化団体連合会にて協議した結果、新型コロナウイルス 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 5 

「絵本専門士による

絵 本 の 読 み 聞 か せ

会」の開催について  

 

 

 

 

報告事項 6 

「紙芝居のえいちゃん

による楽しい紙芝居

講座」の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

髙瀬委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

感染症拡大防止の観点から、参加者の安全を最優先とするため、

やむを得ず来年度に延期することとなった。 

 

 

 報告事項 5 及び 6 について、図書館長兼郷土資料館長から説

明を求めた。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度まで図書

館視聴覚室で行っていた絵本の読み聞かせ講座を、オンライン

による開催とする。おはなし会のボランティアや保護者等を対

象とし、読み聞かせのポイントを紹介する。申込者に対し URL

を開示して期間限定の動画を視聴してもらい、質問等はメール

にて受け付け、講師からの回答を返信する。 

 

 

 報告事項 5 と同様に、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、昨年度まで図書館視聴覚室で開催していた紙芝居講座を、

オンラインで開催するものである。おはなし会のボランティア

や、保護者等を対象とし、紙芝居の実演ポイントを紹介する。

申込者に対しURLを開示して期間限定の動画を視聴してもらい、

質問等はメールにて受け付け、講師からの回答を返信する。 

 

 

報告事項について、質問・意見を求めた。 

 

 

 羽生市英語推進地区事業については、昨年度までは 12月はク

リスマス会、1月は英語でうどん会などが実施されていた。今年

度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制限があるが、

どのようなものを行う計画であるか。 

 

クリスマス会やうどん会といった参加者が密接になると考え

られるものは、残念であるが今年度は実施をしないと考えてい

る。また、対面での会話を要するものに関しても実施せず、講 
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平野委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

柿沼委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

岩﨑委員 

 

 

義方式のものが多くなると思う。講師や受講者同士も距離を取

り 3密の状況をつくらないよう対策をしていく。 

 

 羽生市文化祭を延期するとの報告であったが、中止ではなく

延期とすることの意味を教えてほしい。 

 

 今回は第 20回目という節目を迎え、実施内容も趣向を凝らす

予定であったため、「中止」とせず、「第 20回」という回数ごと

来年度に延期することとなった。 

 

 羽生市英語推進地区事業は、学校教育課・生涯学習課・地域

振興課が協力して行う事業とのことであるが、その目的を「地

域の活性化」と捉えた場合、村君地区、村君小学校をどのよう

にしていくかというビジョンを考えなくてはならないと思う。

村君小学校は、羽生市学力アップテストの成績が市内でも上位

であったり、英語教育も高い水準であると伺っている。例えば、

「児童が小学校卒業までに英検○級に合格する」などの具体的

な目標を掲げても良いのではないかと思う。英語教育について

は、群馬県太田市の「ぐんま国際アカデミー」が広範囲で生徒

を集める取組が上手であり、人を集めるという意味で参考にな

るかもしれない。 

 

委員からいただいた御意見を、英語村推進委員会に伝え、今

後に活かしていきたい。 

 

 絵本の読み聞かせ会と紙芝居講座がオンライン開催になるこ

とは、コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ないこ

とだと思っている。本来は、専門の講師のそばで絵本の読み聞

かせを聞き、紙芝居の楽しさを体験できることが子どもたちに

とって望ましい事だが、この状況において、中止とせずオンラ

インという形態で開催していただいたくことは有難いことだと

思う。受講した方が学んだことを、是非子どもたちに伝えてい

ただきたい。 
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日程第 3 

協議事項 1 

羽生市小・中学校感

染症対策・学習保障

交付金交付要綱 (案 ) 

 

教育長 

 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 羽生市教育委員会としても、本好きの子どもたちを育てたい

という思いがある。会場に集まって読み聞かせ、紙芝居の講座

はできないが、事務局がアイディアを出し、別のかたちで講座

を開催できるよう工夫してくれた。 

 

 毎月実施していたお話し会も中止が続いていることもあり、

今回の講座を何とかして開催する方法は無いかと考え、動画配

信で行うこととなった。講師にも理解をいただき、詳細を相談

中である。 

 

 

報告事項については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

 

協議事項 1について、教育総務課長から説明を求めた。 

 

 

本要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮

しながら児童生徒の学習の保障をするため、校長先生の判断で

迅速かつ柔軟に対応することができるよう、各小中学校に対し

交付金を交付することについて必要な事項を定めるものであ

る。この交付金は、国の補助金を活用して交付するもので、学

校教育活動に必要となる感染症対策・学習保障に係る事業、例

えば消毒液やスポットクーラーの購入、学習教材の購入などに

活用できるものである。児童生徒数により各学校に交付する金

額を定めており、新郷第一小学校、新郷第二小学校、川俣小学

校、三田ヶ谷小学校、村君小学校の 5 校が 200 万円、それ以外

の学校は 300万円である。 

 

 

協議事項 1について、質問・意見を求めた。 
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協議事項 2 

羽生市社会体験チャ

レンジ実施事業交付

金交付要綱の一部を

改正する要綱  

柿沼委員 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

羽生市から学校へ交付金を交付するという理解で良いか。 

 

国の学校保健特別対策事業費補助金、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を財源として、羽生市が各学校に

交付金を交付するものである。これに関する補正予算案は、令

和 2年第 1回臨時市議会で可決された。 

 

 

協議事項 1については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

協議事項 1は、承認された旨宣した。 

 

 

協議事項 2について、学校教育課長から説明を求めた。 

 

 

羽生市中学校職場体験事業の見直しに伴い、本要綱の一部を

改正するものである。これまでは、生徒が市内の事業所等にお

ける職場体験を実施するための交付金となっていたが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止を考えると、事業所に行って職場

体験を行うことが難しいという現実がある。そこで、代替とし

て事業所から学校に講師等を招き、職場体験に代わる学習を実

施することが考えられ、今般の新型コロナウイルス感染症が収

束した後の継続も想定されるため、所要の改正を行う。 

 

 

協議事項 2について、質問・意見を求めた。 

 

特になし 

 

協議事項 2については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 
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協議事項 3 

羽生市産業文化ホー

ル施設事業継続支援

交付金交付要綱 (案 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 4 

羽生市体育館及び羽生

中央公園施設事業継続

支援交付金交付要綱(案) 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

 

 

教育長 

協議事項 2は、承認された旨宣した。 

 

 

協議事項 3について、生涯学習課長の説明を求めた。 

 

 

羽生市産業文化ホールの指定管理者に対し、新型コロナウイ

ルス感染症等への対応として、施設を閉館又は休館した場合に

おいて、その再開及び再開後の円滑な管理と事業の継続を図る

ための支援として交付金を交付するため、要綱を新規制定する

ものである。 

 

 

協議事項 3について、質問・意見を求めた。 

 

特になし 

 

協議事項 3については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

協議事項 3は、承認された旨宣した。 

 

 

協議事項 4について、スポーツ振興課長から説明を求めた。 

 

 

 羽生市体育館等の指定管理者に対し、新型コロナウイルス感

染症等への対応として、施設を閉館又は休館した場合において、

その再開と再開後の円滑な管理と事業の継続を図るための支援

として交付金を交付するため、要綱を新規制定するものである。 

 

 

協議事項 4について、質問・意見を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 64号 

羽生市いじめ問題調

査審議会委員の委嘱

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 65号 

令和2年度羽生市立小･

中学校就学支援委員会

専門委員の委嘱について 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 特になし 

 

協議事項 4については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

協議事項 4は、承認された旨宣した。 

 

 

議案第 64号について、学校教育課長から説明を求めた。 

 

 

 現委員の任期が満了することに伴い、対象者 5 名に羽生市い

じめ問題調査審議会委員を委嘱することについて、議決を求め

るものである。なお、任期は 2年間である。 

 

 

 議案第 64号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 64号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 議案第 64号は、可決した旨宣した。 

 

 

議案第 65号について、学校教育課長から説明を求めた。 

 

 

 委員に欠員が生じたため、対象者 2 名に羽生市小・中学校就

学支援委員会専門委員を委嘱することについて、議決を求める

ものである。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 66号 

第 3次羽生市子ども読

書活動推進計画策定委

員会委員の委嘱について 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 議案第 65号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 65号については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

 議案第 65号は、可決した旨宣した。 

 

 

 議案第 66号について、生涯学習課長から説明を求めた。 

 

 

 対象者 9 名に、第 3 次羽生市子ども読書活動推進計画策定委

員会委員を委嘱することについて、議決を求めるものである。

なお、任期は、1回目の会議の開催日である令和 2年 8月 24日

から本計画の策定が完了するまでである。 

 

 

 議案第 66号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 66号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 議案第 66号は、可決した旨宣した。 

 

 

議案第 67号について、生涯学習課長から説明を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

議案第 67号 

令 和 2年 度 放 課 後 子

ども教室運営委員会

委員の委嘱について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉  会 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

教育長 

 現委員の任期が満了することに伴い、対象者 44名に放課後子

ども教室運営委員会委員を委嘱することについて、議決を求め

るものである。なお、任期は令和 3年 3月 31日までである。 

 

 

 議案第 67号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

議案第 67号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 議案第 67号は、可決した旨宣した。 

 

 

次回教育委員会日程について、事務局より説明の旨。 

 

 

9月定例教育委員会は、9月 23日 午後 1時 30分より、教育

委員室にて開催する。 

 

 

閉会を宣した。 

 

 

 

 

教育長                 

 

委 員                 

 

委 員                 

 

書 記                 


